
秋ill県立博物館研究報告第1(1号1-22ページ1985年3月

藩政後期における在村地主の一考察

－平鹿郡下吉田村西田家一

国安

Iはじめに

昭和58年1月から6月までの間に本節で行われた地

域展平鹿一水とくらし－の基礎作業として調査し、ま

とめ上げたのが本稿である。平鹿の展示柵想にあたっ

て，平鹿の特徴的な事実は何であるか，私共はいろい

ろと検討を加えた。その結果，平鹿の生禍の根幹をな

す生産、とりわけ農業がその中心になることを確認し

た。しかし、自然・人文の総合化の観点からミ水､に

焦点化し、水と関連した自然・生産・生活・行事等に

よって構成することになった。

当館における展示の構成は以上のことであっても平

鹿の基底的要素である農業，とくに稲作の重要性は考

究を要する課題である。稲作すなわち米の生産が問題

となっている昨今であるが、現在のところ平鹿におけ

る稲作は重要な生産部門であることには変らない。昭

和30年～54年の10アール当り平均収量は，横手市平鹿

郡537.9kg,湯沢市雄勝郡525.7kg,本荘市由利郡486.6

kgで全県一である1)とくに昭和56年の不作年は県北が

被害を受けたにもかかわらず平鹿郡は安定していた:）

確かに最近の10アール当り収量は，次第に地域差が縮

まってきてはL､るものの冷害のような場合，平鹿伽は

基盤の強さを見せている。戦前の反当収量における平

鹿郡の優位性は大正期につL､てもいえる:)また、Ill畑

の比率においては，明治22年平鹿郡81.8％・明治42年

83.3％で比率が高い:)また，明治後期のIll地小作地率

は明治25年88.5％・30年から44年にかけて60%台で全

県一である§)地主については明治16年42町歩以上が26

人で仙北についで第2位である§)反当収品の高さ,III

地比率の高さがストレートに地主制に結びつくもので

はないが，そのような地域に多くの地主が生じること

はいいうるものと思う。大雑把にいえば,1つの時期
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の生産力が地主という階層を生み出したことであろう。

今、地主を取り上げるにあたり，その意味を若干の

べよう。戦後しばらくの間,農村なし、しは農業を課題と

する場合、中心論点は地主制であり，多くの成果をあ

げたことは周知の事実である。それは，戦後の農地改

姉の‘祁価という現実的意識に立つものであった。その

後，腿村のもつ社会的性格，農民の階層・運動に力点

が移り，地主制そのものの研究は時代の主流から離れ

た砿がある。しかし，変ぼうを遂げつつある農村の姿

をみる時，新しい視点で地主制を取り上げる必要に迫

られる。つまり，中間層としての地主制の生成・発展

そして上昇転化を追求することは意味のあることと思

う。

ひるがえって秋田の研究状況をみよう。こと近世に

限っていえば、長年精力的に研究を進めている半田市

太郎氏の業績があり，新県史以降では，角間川本郷家

の研究がある<pかりに戦後でも上記の外，増田石田家

が主であって，あまり論点となるのは多くない。しか

もこれらは在町地主である。また，在村地主であって

も，筆者が分析した飯沢鈴木家、下仙道土1ll家，住吉

荒inn村土田家,土川小笠原家8)等を数えるに過ぎない。

つまり，近世秋旧の地主制は非常に個別分析の事例が

少ないことはすでに指摘されてきたとおりである。従

って，この時代の地主制を論ずるには材料不足である。

また，本稿で対象とする在村地主は，かつて筆者が

設定した段|砦に入れると，（前期）初期地主→（中期）

手作地主→（後期）営業的地主の中，営業的地主とな

る。すなわち，概念的には，商1胎生産・流通を基盤と

する在村地主である。

なお，西旧家について本稿の前に極めて概括的に一

部を『平鹿町史」に掲載していることを予め断わって
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おきたい。

Ⅱ下吉田村の概要

下吉''1村は現在，平鹿njの北i'4部に位置し，一部泥

炭層を含む地域9)である。滞政期においては，東ﾉﾉで

上吉川・清水町新Ill村,1̂ I方で中吉Ill村,F打ﾉjで浅

舞村，西方でIﾉq石塚・東人嫁付，北方で七日I|j・八柏

・桜森村と隣接する。

享保14年1729村尚は10)

本Ill110.石38^4つ6歩

本Ill並165.7'/4o6歩

新IE201.677*4つ6歩

新佃I179.046<'4o

合計尚656.803(平均)〃4つ4歩当尚485イi645

であって，村尚は藩平均490ｲ1を人きぐ上'11|り，平

鹿郡平均60V)を上回る規模である31)内容についてみる

と，佐竹氏人部以来の新111-1率か82.8%であって，かな

り高し､率を示す。従って，免率も低く，平鹿町地区内

では砂了-Ⅱ1村（3つ5歩）について低い&2すなわち，

下吉Ill村のI地生産力に対して藩では低い評fill]を「し

ているということになる。その総介的な実態を示す資

料は欠けているが，文化15年1818の「当尚!'；寄覚

帳」によれば西Ill家が集f-l'fした川地には,111・I:湛'11・

ひどろIllの|ﾒ:分が忠える。それぞれの実態がどのよう

なものか不Iﾘlであるが，「ひどろI1l｣は（泥の深いIIP

で，悪Illの要素が強い。従って，実態の上でも符「，

土地生産力の低さを示す箇料がある。

つぎに土地支配の区分をみると，寛政6年(1794)

の場合

当高487石967

内50fi011御蔵分

〃437ｲ1956給分’4）

となっており，当高は先にあげた享保14年と人溌がな

い。内容は給分が89.8％とⅡ§倒的に高い。また，その

給分高を天保10年(1839)についてみると，

当高835751御附髄尚

外二1ii385狐塚取立分

〃74ｲ1634茂木将監

外二15117狐塚取立分

115966茂木栄太郎

外二2石352狐塚取立分

蝿

当｢¥h24f(770加藤礼助

外二13イ1254狐塚取立分

"32(i"216¥驚木仲

外二4イion狐塚取立分

"28'/i849/iil-l亘助

〃8ｲi宮木清左衛I")

〃0E645奏弥市

〃5イ，イiﾉ|:怯蔵

〃（2イJ)脂上高

"(3ff)川違

〃7fil87添Ill,|皇八

〃15800iiﾉ|芸兵右違|州1

9278(i818

成分を除いて給人は10名で茂木将I誌（十二所）の高

が多い。これは，国勝li'l後に茂木氏が隣村の八日市に

一時的に駐屯したことから，茂木氏の開発そして知行

地化がなされたためと碓定できる。

また，卜．吉Ill村の雌蕗は享保15年(1730)の場合,本

郷（54戸）・支郷下隔Ill村22戸）・高'1村(7戸）

・四ツ屋付（6戸）計89戸の村である'"mm係は寛政

3年1701

（筆頭機）組戸数当高

和兵術12ノ47石187

長助14P55石820

〈下福川〉

市左術1"!21戸72石Miy

鱒戯16ノ83石417

rtl1

市郎兵衛18P45石906

久吉10ノ39石152

長兵術15戸:-;3石'-,':'

〈四つ屋50石分〉

伝イ｢術I"l10戸21石528

〈50石之内狐塚〉

長兵衛3戸18石747

『汁9組1197f420石578'

であって，平均は18113.2戸，当高46石730-0"ある。

そして，本郷「下吉Ill村」を2つに，支郷「下編田村」

は2つ,r/ip村」は3つに分け，「囚つ屋付」と「

狐塚村」はそれぞれ1組になっている。1村1組の支

那は桜森村の支郷にlr1荊村があるから，入会村とふら
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第1表藩政後10}下吉Ⅱ1村の推秘 百姓善厳・市左衛門・ftl兵衛・三郎兵衛・久兵衛が志

nv左衛I"]にあてた害上の下吾である。先ず減少率は

24.8％で，そのうち戯分50ｲ1224で-11.5%・給分70ｲi

676で58.5％と給分の比率が高い。しかし，全体的に

給分地の比率が高いので，全体として象れば蔵分は

38.8％の減少､であり,給分は19.7%の減少を示しており，

紬分地の減少が低くなる。このうち，「土免宥裕商」

35行452は給人の茂木猪太郎（当高142({547)分であり，

r前々6､」とあるから，以前から貢馴対象外にされた

l地である。

つぎに第1表で戸数の変化を匙ると，享保から寛政

にかけて琳加し，その後減少して，文化・文政期には

､'4分以下となり，天保後1全やや復活の傾li1にある。ま

た数については寛政段階が不明であるので，寛政から

文化・文政にかけての惟移がわからないが，天保後半

はやや上昇傾向にある。以上のようにとくに当尚と戸

数の推移からみて，寛政lUlが下吉Ⅱ1村の衰退するII寺期

であり，天保後半に復活傾向を象せる。衰退の事'美を

さらにつぎの寛政13年（1801）支郷下福Ⅱl村でみよう。

乍恐|'上苔を以奉願上候御事

免四ツ六歩

一，当高百七拾四石五斗六升九合下吉田村之内福旧

分

Iﾉ1拾六ｲﾆi七斗七升六合御蔵分

｜『1百五拾七ｲｰ｢六斗九升三合御給分

（略）

当時御役尚御蔵分御給分共二都合既二当所半商程二

御座候予而高免地誌故二兼而困窮之御百姓共二御座

候共家数弐拾七軒有之候所天明年中卯年凶作以来漬

欠落数多有之無符人i笥不少出来仕候得共郷中二而搭

宥捨等仕候而農地等二不相成様二不仕罷有申候得者

困窮之ものとも二御座候故其後又々欠落等も有之只

今二而背蕊萱とばふき共二家数拾五軒二罷成大困窮

故所持之御旧地売渡巾候而も地詰り高免之在所二御

座候者亘米銭二もイ罷成左候得共少茂の所者相手次

第二売渡又者借方等を以年来取続併御収納之儀背御

大切と奉存不納等不仕様二致候得共内々二而者至極

困窮仕危キ操合等仕罷在申候所二今年二至而必止と

揚詰リ所持之御田地畠屋敷共二売渡申度郷中背不及

申二|憐郷共二噸渡申候得共少も能所者己前台売渡当

所持之分者別而高免地詰り或者片遠所二而不向寄又

当1両i

(Ff)

戸数

(戸）

数
、
ｊ

、
人

。
Ａ
ノ
ノ
ー
、

群料LL年代

享保14．15年
1729-1730)

寛政3'1791")

寛政61794)

寛政101798:

文化
1804-1817'

文政71824)

天保91838

天保101839:

黒印向帳
六棚I仙邑,記

役rillI島

六iir惣i'.'S村附帳

御11傭帖SH｝上帳

平鹿miﾘ』

89487.967

42()､578

487.967

367.194

119

［
／
ｊ

一
恥
皿 30(）

雪mmm

正有人取調帳

5(） 310

417

糊|綿州､
305.617 59

れる1

つぎに藩政後!Ⅲド吉、村のjjt礎をなす当尚・戸数・

人数を第1表でゑよう。まず当尚は享保11年'1729)

と寛政6年(1794)は全く同じであるが，これらは共

に藩の公用帳簿であり，まだ蒲では当高の変化を公認

していなL,，ということになる。しかし，’矧際におい

ては，寛政3年(1791)から当尚の変化が確!沼される。

そして，寛政10年(1798!には藩公認の4885余から

367石余に減少する。そして，天保10年(1839)にはy,'C

石余とさらに減少する。いま，寛政10年(1798:の内

容をゑると，

当尚488石094惣高

内129石59-1上り知御戯高御足軽御リ|上高共

（〃47石501本御蔵分ﾉk荒高跡6､）

（〃2石720'/WS､御引継願*立体高）

〃358石500御給分

（略）

47石504御蔵給分共二閲道下荒地捨リ高

2石720御引継願休I詩

31石517関道下川欠荒地捨高

1石083御引継休問

35石452土免宥捨I舟

2石624 〃

残367石363’9）

とあるが，これは下吉田村川煎甚七・勘左衛|川1，長
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第2表藩政後期下吉l刊村階層 第3表天保9年1838下吉Ill村家族数

数

天保1(1年'1839;鵬層|”3…1
P

20fI以上

15～19．9

10～14．9

5～9．9

1～4．9

0.9以上

計

当高計

4（3.4）

2（1.7）

3（2.5）

19(16.0

51(42.9）

40(33.6）

5（8．5）

0(0)

2（3．4）

〔92.5〕

〔76.3〕

〔33.6〕

〔88.2〕

〔76.3〕

〔45.5〕

711.9

17(28.8)

28(47.5）

119

420/,'578

59

()Iﾉ1は戸数計に対する割合'%

〔〕内は低い階層から累計Lた割合（％）
※①寛政3年「下吉川村役高帳」
②天保10年「筆取給米・小走給米・詰夫米割付帳」

者水届かね候土地二而御座候得者一切相手無之只今

如何共家内扶助可仕様無御座候而御百姓共至極恐入

奉存候得共露命取継当御Ill地仕付之程無覚束依之郷

中へ願申出候二付立会吟味仕候所者無余儀事二御座

候故無拠御時節至極恐入奉存候得共当春御廻り御検

使様御序を以村形見分之上御助成被下置度偏二奉願

上候御事

（略）

として，下吉''1肝煎・長百姓より志賀伊左衛門．石

Ill六兵衛に出願して､､る。この要点をあげると，天明

3年(1783)凶作以来，潰．欠落が多くなり，それと

共に無符人高も多くなった。そのため，役高も半分と

なり，家も27戸21)よりわら．かや．とばふきの粗末な

家が15戸残るのみとなった。これに対して村では宥捨

等を願って打開しようとした。この村は土地が悪

く，その上，免率が高L,ので221,土地を売りたくとも

買手がつかない。少しでも良し､土地は売り払い，残っ

た土地は隣村に触れても買手がつかなし､ので一村存続

が難しいから検使を派遣してほしい，との願書である。

ここでは，土地が粗悪で買手がつかない，というのが

特色ある事実である。

つぎに下吉、村の藩政後期の階層を第2表によって

糸よう。まず，寛政3年(1791)には9.9石以下か92

.5％を占め，天保10年(1839)の場合は88.2%である

（）内は戸数計に対する割合

※下吉田村西田万治蔵「正有人取調帳」

から，おおよそ，90％前後にあたる。また，4．9石以

下は76％台である。これを近村と比較すると，嘉永6

年(1853)醍醐村は76.7%,明治初年下鍋倉村は75%

であって23)，極めて近い比率を示す。また，天保13年

(1842)雄勝郡川連村は4.9石以下が30%,安政4年

（1857）同郡下仙道村は5石以下が46％，文久2年（

1862）同郡1町馬音内ﾘHi皿村は51%,慶応3年(1867)

平鹿郡住吉荒田目村が51％であって24)，現平鹿町地域

の比率より20％も低い。また，20石以上の名をあげる

ル
ー,

（寛政3年）（天保10年）

〈名〉〈当高〉〈名〉〈当高〉

源四郎26石365和兵衛66石646

市左衛I"l23石264字太郎44石771

市郎兵術22石323三郎兵衛31石925

市郎兵術21石169(高口）市左衛門26石073

長兵衛21石310

であって，寛政3年から天保10年にかけて上農の異

動があり，また，所持高も天保10年の場合大きくなっ

ている。また，0．9石以下の層は，寛政3年33.6％か

ら天保10年47.5%と，約14%も増加しており,1石～

－ 4－

人数

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

11

12

戸 数人数

113

41 4

;剛馴IS
計39

10(63)17

:」|：
4 20

521

2 22

23

24

二
？
■

一
一
一

一
ｒ
ｆ 数人数

泌
妬
”
認
調
訓
釧
詑
一
計
一

ワ
］

戸 数

1

1

62



僻政後期における在村地主の一考察

とになるが，少くとも下吉Ill村の農民が生存できる数

値を読みとることができる。

4.9石の層が寛政3年から天保10年にかけて，約14%

減少している。総体的にみて，いうなれば分解が進ん

でいる姿を読みとることができる。

天保9年（1838）下吉田村の家族数は第3表のとお

りであって，最高32人（和兵衛）から1人（伊八）ま

であり，総人数417人で62戸であるから平均6.7人とな

る。文化年間の平鹿町地域内平均家族散は4.96人とあ

るから25>，下吉|[1村は高い。そして，一家族数3人か

ら7人の間にほぼ集中し，63％がこのIllの中に入る。

つぎにこの村の家族の食糧関係をみる。

（前略）

合417人

内316人仙男女

此扶持米568石8斗戊10月湖日6，亥9月

30日迄日数360日但しII1人二付5合宛

同101人老伸

此扶持米145石4斗4升戊10月朔日6､亥

9月30日迄日数360日1日1人二付4合

宛

味噌椛米41石7斗

1人二付1斗宛417人

米合755石9斗4升此俵2519/;5斗2升4合

稲8万5千束1048石5升

此俵3493表1斗5升

此稲1束二付l升5合

〃1升2合

〃l升

ならし1束二付1升2合33

内755石9斗4升飯料

残292石1斗l升此俵973表2斗l升

内御収納米

〃5斗米

とあって，下吉Ill村417人の必要な米は,755石9

斗4升である。そして，収納米と5,1-米292石1斗l

升で，計1048行5升である。この計算では合計量が収

穫できる数字になっている。天保10年(1839)の当高

は305石617であるから，ここでみている実収高は当

高の3．4倍となっている。これは他の例からみてあり

得る数字である。しかし，これは藩に提出した数字で

あって，食糊と貢租の外に衣食住の曲用が計算されて

いない。こう考えるとこの数字の信ぴょう性が低いこ

Ⅲ西田家の概要

iﾉqIll家の祖先は下吉田村支郷高口村菊地久兵衛の後

妻の子で生年不詳，没年は文化12年(1815)である。2

代～7代間は和兵衛を襲名し，当主は8代目である:6）

同家の土地集積は第4表20)に示してあるが，宝暦12年

(1762)から初まり，寛政5年(1793)の時点で当高

39石357になっている。地域的には居住地の下吉Ill村

が多く18石267であり，支郷下福田村・高口村，隣村

中吉|Ⅱ村にも所持している。この中，下福田村の源四

郎（天明5年肝煎）より当7石297を筆頭に，下吉

IⅡ村多助より5石486，同村清七より4石683，同村

平助より4石333が大口の譲受である。これらに要し

た安堵米151表，安堵銭が1551700文である。地目別

では下々 冊が最も多く，32石44で82.4％を占める。また，

土地縦横を年代別に整理すると第5表となる。宝歴12

年(1762)は寛政5年(1793)までの11.9%であるが，

寛政段階で46.7％と半数近くを集積する。そして，文

化15年(1818;には，合計56石293に増加している28)。

同i脹簿には，

郷中役高覚

30石617下吉Ill分

30石284下福Ⅱ1分

合60石901役尚也

とあって，さらに増加した。また，天保1()年(1839）

には当高66石646となっている:9)また，天保6年(1835）

には，

＃|;方御備高御上様6,御拝領御高覚

当mo．石25!下吉Ill村二而拝領

内0．石127和兵術分

〃0．石069文三郎

〃0．石025太兵衛

"0.石037三之助

'I問 下樋11村

6分

喜三郎

理右術n

久右術門

4.石742

小役銀3011

0.B215

0.石275

2.石109

内
〃
〃

－5－
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"1.石843又右衛I"l 第4表IﾉⅥH家寛政5年1793:までのl地集積

|当",扇’
』b

8z

I砥~I】当ｳﾘl‘1胃
{[又 年 代主 地 安堵銭(米）

’
ぬ
■
一

(石）当,奇2石下境村

御金蔵御失印

当高合7石也

天保5年6,被下置其節地形

相極メ不申候故御役屋炎二

而物成小役銀共都合代銭5

かけ預りを以拝領仕候翌来

年6､村附百姓6､物成小役,iili

取仕候以上

御扱様芳侭十内様御役中30）

として，天保4年(1833)

の飢僅時の献納に対して藩か

ら辛労免を拝領している。

以上のような西田家の土地

集賊の背景には，酒造業があ

ったと思われる。その点につ

いて若干のべる。同家は寛政

7年（1795）秋より「定イ115

石」で開始した3')。

えおろし2本

○○此御役銀255Ⅱ

右壱ケ度二銀85匁宛候

12月2月4月 上 納

八銭役調銭12貰文

内6質文3月

〃6聞文7月上納

として役銀等を上納したが，

享fll2年(1802!に減石を命

じられ，造石12石となり，文

銀204匁を上納することにな

った。享和4^(1804)の｢酒

造道具」は

5尺桶3本

4尺桶1本

水酒桶1本

潰桶 1 本

半切13枚

こしき3本

粕桶 1 本

(下吉111m

下々 lIl

苗代

屋撒・卜畑

下々畑

下々畑

下Ⅱ｜・下々ⅡI

下々 ||｜・下々 till

屋'放

下々畑

下々 lll･下々 畑･屋倣

下々 llI

下々畑

？畑

下々畑

下々畑

下々11

下々 '11

下々 lII

下々Ml

下Illdli村分）

３
８
８
４
３
９
３
１
６
７
２
１
６
４
［
』
２
３
２
８

昭
枚
肥
哩
、
別
沌
妬
哩
帽
羽
Ⅲ
陀
帥
叫
飾
吃
帽
例
肥

４
６
０
０
０
Ｌ
ｕ
Ｏ
ｕ
５
０
Ｏ
Ｑ
ｕ
ｕ
２
０
Ｑ
ｕ
Ｑ

ド吉Ill村

〃

Ｌ
術
八
良
術
助
術
術
助
門
七
良
助
門
門
上
川
門
術

術
術
術
術
術
兵

兵
凶
兵
兵
兵
多
ゞ
左
左
左
左
左
郎

消
多
長
係
庄
長
多
伊
多
七
多
善
良
勘
久
多
七
勘
三

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

吃
２
４
４
４
５
７
叩
５
６
７
７
７
２
２
２
３
４
１

諦
舜
〃
〃
〃
〃
〃
〃
殉
〃
〃
〃
〃
率
〃
〃
〃
〃
〃

ｊリ

一
雪
く
堂
建

躍
醗
文

文
文
文

４
貰
０
０
０

斗
斗
眺
表
表
附
（
表
貫
表
趣
蜘
収
蚊
畦
畦
趣
蜘
？
表

入
入
１
文
卵
文

３
３
銭
１
３
７
５
５
１
溺
叩
１
帥
苅
２
詔
６
４
３

〃

〃

七日市村

下古MIH

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七'1市村

下吉H村

〃

〃

〃

'｣､計 '18.267)(96表）

(内畑・屋椴0.669)I67SQ0文）

(筒口村分）

甚肋安,k6年下々畑

上||市村長左術I"l'/10年下々111

催助天Iﾘ14年下々畑

3斗入5表

45表

5質文

９
４
６
４
５

３
２
４
４
６

０
２
０
５
１

■
■
●
■
■

０
２
０
０
０

（3.018）（5()表）

(内畑0.204）（5箇文）

'｣、計

(下隔|Ⅱ村分）

寛政3年

" 4年

" 5年

2暁70()文

39畷500文

13IT文

下Ml.下々 ||｜・下畑

下Ill・下々 川

下々ⅡI･ド々畑

多イi術門

源IﾉLI郎

又吉

0.260

7.297

().913

（8.470）（55質200文）

(内畑0.185)

′|、 計」

下々 Ill

苗代

下々 111

苗代

０
３

万
枚
記
枚

Ｑ
ク
イ
動
３

2貰文

9賞500文

－ 6－



滞政後jりlにおける在村地｣三の一琴察

右の趣w分宜敷様二被仰

上御取扱被成下願之jm被

仰付御助ケ被成下度附二

久内

弥 十 郎

吉郎右衛門

〃5イド

寛政5年

"3年

0.446imm文

1.8135*

3.010i5,rr文

|、々 川

|､々111

ﾄ゙ |々Ⅱ

〃

〃

中吉川村

(9.6()2）（5表）奉願上候以上

（28111文）下吉Ill村

1，‘汁

(39.357)(151*)酒造屋和兵衛

155!'f700文)I司村

1.058)肝煎内I'髄助

5.859）竹内主鈴殿

'￥

11 ’
二
二
四

('ﾉ1雌'陵・畑

(|ﾉ1下'11

石井亮ｲ,Sri"l殿34）

として，酒販売市場の狭|聴

さ，とくに天保4年(1833)

の凶作以来休石を統け，増石の不可能な状況であった

ことを示している。

さて,ifa家の典莱経営について検討しよう。まず

小作（三ffl)経営についてみると，文化15年1818:

「三Ill人'1謄尚」として，計当高19石2̂ 4'｣､作人6人

をあげているが，これは貸地として受取った土地の小

作地であり，文政6年(1823)から嘉永6年(1853)

までの|川に永代地として受取っている35)。また，天保

3年（1823）には,17710刈の小作地（外屋敷3か所）

'1､作人18人'1､作米503炎2斗4升を受取る定めとなっ

ている。しかし，‘だ際には59表2斗「まけ」分となっ

ている”。

つぎに「手作」分について、まず第6表37:を中心に

ゑよう。｜司家には文久4年（1864）・慶応元年1865

・唆応2年（1866）・慶応3年(1867)の幕末期の「

稲刈n膿」が残存する。その刈数は4600刈～7700刈で，

前述した小作地よりも岐高をみても1万ﾒI]程少ない｡地

域的には「東'Ⅱ炎」が全体の約半数を占める。また，

「杭」の表記があるが，これは乾燥のための杭であっ

て，この労力も低いものではなく，一応，本数のみ示

しておいたが,looo本前後の杭の処理を行っている。

また，稲刈日数は12II～21日と巾があるが，「東ffl炎」

については4年|川711を曲やしている。従って1LI50

0刈～565刈を刈取るI汁算となる。また，稲刈開始は閏

年の慶応元年(1865)を別として,9月8日～16日で

終期は9月26日～tOBUHとなっている。また，ツノ仙

延人数は70人～no人と｢hがある。

つぎに慶応2年(1866)同家の米捕について第7表

をもってみようR'om年は7444束を収樫しているが，

※｢iI1!)川榊;(帳」

第5表西川家寛政5年179:-;までの年代別t地簾積

>V;i

4．683

5．959

10．320

18．395

39．357

(,

11.9

15.1

（26.2）

（46．7、

年 代

宝暦12年1762

安永2年1773～安永1(1年(1781)

天明4年'1784)～天明7年(1787)

寛政元年1784)～寛政5年179:-;

訓一

（）内は当尚計に対する割合(％）

えおろし2本

となっている。さらに文化5年'1808!には2石の

減石のなり,10石造石で上納銀107匁・八銭役8IT文

となった32)。文政2年(1819)'には2イi減イiとなって

8行となり，役銀136匁・八銭役400文上納した33)。

そして，天保14年(1843)には

乍恐11上書を以奉願上候御ii

一，秘酒造八ｲ丁之御受石二而年々是迄酒造仕1彼二雌有

仕合二奉存候然者当村之雌汚家数九m成らて無之沖

近村迎茂格別之村居茂無御唯候得者澗売不足仕織敷

造石之内残り迷惑仕罷有候随而新酒之儀も一円二不

相捌場所柄二御座候旦去ル己年凶作ニイ､l必I上と行詰

難渋至極二罷成依之去ル午年6､酉年迄四ケ年'I'酒可

仕様無之恐入奉存候得共酒造休奉願上候処願之通被

仰付四ケ年中御役銀御免被下慨雌有仕合二奉存候依

而去戊年6､少宛酒造仕罷有候処去ルf年御噸ｲi弐石

被仰付-織敬造り石之処二御蛎行等二成候而ハI(ﾘ々酒

造可仕様無御座候間依而御減石奉願上候処御免被成

下難有仕合二奉存候依而御時節柄恐入奉存候得共又

奉々願上候|削是迄之通御減石リ|統被仰{､l被ﾉ戊下度何

卒御慈悲を以姻窮之酒造屋御助ケ被成下陛1j二奉願

上候

句
Ｉ
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第6表幕末期西田家稲ﾒII

※文久4年「稲刈覚帳」9月吉II.慶応3年「稲刈帳」8月吉日

慶応2年「稲ﾒII覚帳」9月吉日､慶応3年「稲ﾒII覚帳」9月吉II

152表売払っており，売払米の94％にあたる。これは

19表～l表と小口販売であり，後でのべる湊への下米

と大きく異なる点である。

つぎに同家の「米掲」に関する資料を第8表で検討

しよう4')。年代は慶応2年(1866)から翌年2月にか

けての記録であるが，表は資料の順を変えたものであ

る。まず，作業は①玄米から上白米．②玄米から中白

米．③中白米から上白米と3つあるが．最初の①の場

合,11月23日の玄米3表を除き1表について,7升～

9升の減少であり，②は4升5合～5升7合であり，

③は3升～5升である。その減少率は①21.9%-(2)16

.5％．③13.4％となる。つまり，玄米から直ちに上白

米にすると減少率が高いのが当然である。しかし，③

のように2つの段階をあえて行う理由は不明である。

この米は酒造用米と思われる。安永9年（1780）中野

屋弥助家の場合，「中白平均一表二付四升減り42)」とあ

って，中白の減少平均が近似値であること，また，「

中白」の表現が酒造米用語と考えられるからである。

9月27日から12月28日まで取扱った稲は6552束でやく

1000束少ない。これは稲で保存し，翌年にかけて米持

を行うこともあるので，問題にはならないと思われる。

上記の期間に要した労働人数は130人である。そして

190表2斗3升を（玄）米としていると考えられる。こ

こで，籾の表記は全部記載してないので，籾分101石

8斗分の玄米は34石4斗となる。従って籾に対する比

率は33.8％である。しかし，藩政期には籾l升から由

米5合とする説があり39)，この説よりもさらに下回る

量である。この事実は正しいかどうか，さらに検討の

余地がある。

つぎに同年の「米入座」40)をみると，同年9月27日

から翌年3月3日にかけての記載があるが，これを集

計すると，出来米132表.受取388表計520表を計算で

きる。この受取が小作米かどうか不明である。そして

揚米282表・売払米が162表で計444表そして76表残が

あるが，これは物成米21表・椛米6表その他である。

この売払米は横手68表・角間川67表・増旧1.3表・大曲

4表・その他村内および周辺となっており，町場へは

－ 8－

事項

数
ｊ束
刈
く

ｊ

杭
本

月／日

唖

稲ﾒ.11

(人数）

年代

文久4

慶応元

〃2

〃3

文久4

慶応元

〃2

〃3

文久4

慶応元

〃2

〃 3

文久4

慶応元

〃2

〃3

前 田屍

466

487

403

508

２
６
１
２

４
５
７
９

雑～妬 ②

雑.％・妬③

％､ ％ ②

％・％・遜・％④

２
１
６
０

１
１

１

門の向

245

233

245

48

54

％～％③

％①

％①

７
８
８

東川表

3573(内滞162）

3411（〃298）

3660（〃334）

3957

321

80357

64758

569

⑦
⑦
⑦
⑦

％
％
％
遜

一
一
一
一

％
％
％
派

４
２
３
３

７
５
５
４

向谷地

384

375

397

320

７
５
６
０

１
７
４
４

‘）

％％②

％％､9忽

％～ﾘｲ③

【
Ｉ
Ｆ
Ｄ
〈
Ｕ
ｎ
〕

１
１

分作

万右衛門339

4人2751

4人2793(内需349）

486

446

②
⑥
⑨

％
％
％

●
一
一

％
％
％

5

39

39

Ｉ
Ｔ

二
一
吋

4668

4609

4693〔7444〕

5030〔7781〕

428

991

88211308]

760[1226]

12〔14〕

1214]

13〔19〕

15〔24〕

100

68〔73〕

77〔116〕

711110]



藤政後lりlにおける在村地主の一考察

’第7表慶応2年1866西田家の米排 12.281202.42i3

Ⅲi考１
０
ノ

籾
石く

米排人瞳

（人）

米

(表斗l-）

△一二-'-
11111 6,552 101．8 130 190.2.3

稲束月日
内籾と対応する数

114*2斗＝34ri4斗(33.8%
ワ
ー
ｑ
》
４
４
Ｑ
Ｊ
ハ
ｂ
ワ
ー
（
５
ｑ
〉
〈
Ｕ
２
〕
Ｆ
○
ワ
ー
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Ｊ
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』
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１
入
Ｒ
）
Ｑ
Ｕ
Ｑ
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〉
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人
、
色
ｑ
Ｊ
〈
、
Ｒ
ｕ
ハ
ソ
、
Ｕ
『
１
人
Ｑ
Ｊ
４
△
Ｆ
Ｄ
〈
ｂ
Ｑ
Ｊ
勺
１
頁
』
ワ
ー

、
／
一
旬
／
］
１
人
１
４
１
入
１
人
１
人
、
／
］
句
乙
、
色
ｎ
″
会
１
上
１
上
１
Ｌ
１
４
－
工
－
上
冗
乙
向
乙
心
乙
知
／
〕
ｏ
空
心
乙
へ
／
］
へ
く
）
１
上
１
４
の
／
〕

．
・
・
・
・
・
″
。
．
〃
．
。
．
．
．
・
・
。
．
・
・
・
・
・
″
。
．
？
″
．
．
‐
。
・
・
。
．
。
．
・
・
″
．
．
．

（
ｕ
Ｊ
ｎ
判
）
〈
叩
〕
ハ
Ⅱ
〉
八
Ⅱ
〉
〈
Ⅱ
〉
（
ｎ
Ｖ
ｎ
Ｕ
、
Ｕ
〈
、
Ｕ
（
ｎ
Ｕ
〈
ｎ
Ｖ
１
入
１
上
１
人
１
人
１
１
▲
『
Ｉ
上
１
上
１
人
１
人
１
１
１
１
１
１
１
人
１
１
《
１
土
１
上
１
上
１
●
上
１
上
、
乙
ワ
ム
句
些
、
／
〕
旬
乙
勾
乙
ワ
ム
ｎ
／
』
の
皇

１
１
１
１

１
１

１
４
１
１
ｌ
且
１
１
１
４
１
上
１
人
１
土
１
１
今
－
上
１
上
１
人
１
４
卓
１
４

１
１
１

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

１
１
１

lOO

l80

180

180

40

83

３
４
４
４
３
３

戸
０
弓
ｉ

ｎ
皇
ｎ
Ｕ
ワ
』
○
島
１
人

Ｑ
Ｊ
Ｒ
〉
戸
０
ハ
０
ワ
色

※慶応2年「籾米勘定帳」

第8表慶応2年(1866)11月～慶応3年(1867)2月m¥家の米鴨ワ
』

１
人

純籾二成ル

|ﾉ42̂1-1-行

郁籾二成ル

〃

3．1．4

４
２
４
３
４
５

Ｒ
）
貝
〕
Ｆ
Ｄ
戸
０
ワ
］
八
Ｕ

ｎ
ｄ
ワ
ニ
ハ
、
へ
。
Ｆ
Ｄ
１
１

１
入
１
１
１
１
１
１
勺
○

６
２
５
７
４
１
６
８

１
１
ワ
］
３
ワ
】
２
５
０
４
４
０
３
４
１
３
４
１
４
７

６
５
４
７
１
４
６
５
６
７
５
１
４
４
１
１
７
３
１
６
４
６

１
ユ

ー

１

１

貝 Q
J.』

内8炎行

３
４
４

115

240

202

（
る
Ｆ
Ｄ

４
４
４

内4炎7．|・行

6

4．4

310

240

５
４

内9炎行

180

180

賃
』
氏
Ｊ

３
３

３
３

|ﾉ19炎行

58

290

130

１

４

１
６
２

１
４
３

|ﾉ､19炎行

ｎ
Ｕ
Ｆ
ｏ
ｎ
〉

４
宝
戸
０
ハ
、

ワ
］
毛
１
ワ
】

８
６
５

４
３
５

４
３
５

|ﾉ19炎ひし？

０
０
０
２
４
６
８
９
５

２
２
２
６
７
１
２
６
９

２
２
２
１
１
１
２
１
１

（
×
〕
自
』
民
』
へ
』
旬
◎
、
／
】
ん
丑
ハ
○
ハ
、

４
４
４
４
“
４
ｑ
〕
句
○
ク
】
・
４
二
へ
。
へ
。

４
４
△
４
３
３
ワ
ー
４
へ
。
３
ワ
】
ワ
］
２
３

戸
、
５
「
１
『
１
〈
ｂ
４
４
４
４
７

〈
Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｆ
Ｄ
４
４
２
５
４
４
勺
１
２
〈
。
３

110

140

180

４
１

２
２
３ ※慶応2年寅1(1月吉H｢籾米勘定帳｣の中｢米拙一I蝋覚」
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月'二I

11'22

11/23

ｹ

11/28

Ｉ
。
三
脚

II-H

11/29

12/27

12/28

12/2)1

1／n

l／色

1/14

1/2(i

2／5

？／7
ｰノ･

2／8

2/11

2/12

2／28

‘汁

ii/:-!0

12/28

1/13

1/27

1/28

2／2

2／6

2/10

2／13

｜
星
１

．
１ ’

元米

玄米2表

表
表
表

１
１
句
、
２
〕

″
″
″

〃9表

表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表

２
４
８
２
８
ワ
］
８
４
８
８
２
８
１
４

米玄
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

〃69表

表
表
表
表
表
表
表
表
表

４
６
８
４
４
１
８
８
４

宿
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

〃47表

白 米

上白l表1斗4升

〃2斗3ヅ|・

〃2表2斗3升

〃2表l升

〃7表l升

中白l表2斗

〃3表14

〃6炎2斗

〃l表2．｜

〃6表2斗

〃l表2斗

〃6表2斗2升

〃3表1斗

〃6表1斗9升

〃6表2斗1升

〃l表2､+1升

〃6表2斗4升

〃21－5升

〃3表7升

〃57表1斗9升

上白3表1．I

〃5表6升

〃7表1升

〃3表1斗7升

〃3表1斗6升

〃2斗7升

〃6表2斗9升

〃6表2斗

〃3表1斗5升

〃40表241升

l炎につきへり

8升

7ブ|・

2升3合3勺

9升

l炎2斗9升

(21.9%)

勺
勺
５
７

〈
Ⅲ
〈
、
へ
Ⅱ
《
口
ム
ロ

ワ
Ｉ
１
人
・
Ｑ
Ｕ
頁
』
弓
Ｉ

ト
ト
ト
ト
ト
″
ト
ト

升
〃
〃
〃
〃
〃

７
７
７
７
子
７
７

５

４
５
５
４
４
５
５

n/n斗lチ’

(16.5％）

6合2ﾉ､ノ

2合5ﾉ､J

5合

4合7′､]5才

8合7ﾉ､J5才

5合

5升

4升

3升

3升

3升

3升

3升

3升

3升

6表9升

(13.4%)



国安斑

西田家と貸借関係農民の居村

Ⅳ西田家の農民貸 付関係

第9表431を手掛りとして,EノリIll家の農民に対する貸

付，それに対する返済を検li､Iしよう。

その前に第9表作製のもとになった「害出寄覚帳」

の概要をのべる。帳簿は文政2年(1819)卯11月吉日と

あるので，その時期に1年lil]の貸{､tをまとめている。

帳簿は横帳で，記戦例をあげると，

覚

十二月三日当村

一 、拾弐賀六百m拾五文三之助

書出し表〆尚かし

外ニ

ー、 三百五十文酒代〆高かし

一、百四十弐文御地頭わり

一、七 十 六 文 十 月わり出ル

〆十三賞弐百十三文

内五頁文It付二成ル

同八貫弐百六十文米拾四表

五九かへ

〆-|･三11弐百六十文

折'ﾉmi一七文過上渡

｜･二)二I+H指引仕候

とある。この当村は西Ill家居住地の下吉I1l村（支郷

としての）で、この村は1人を除L,て12月3日、他村

の多くは12月2日に1年間を「しめ」て，「書出し表

〆間かし」としている。そして，その後の貸付は「外

二」とまとめ，さらに「しめ」て，合計貸付銭高を出

している。鋪9表の｢貸計｣は後者の合計銭尚である。

また.sir文の貸付は,12月10日に翌年に貸付として

延長することを意'床する。また，このI帳簿の後半は

｢算川貸I'i〈改新貸耶」とあって，記載例は，

十一月九II下福田村

①一、米三拾表宇太郎

代拾七ft弐百五十文買入かし

五七五かへ山

一'一二月一|I〃

② 一 、 米 八 拾 五 俵 同 人

算用米かし五八五かへ

－10－



締政後側における在村地主の一考察

第9表文政2年'1819-西田家の典mY付関係

（）内はその列の計に対する割合(％)．〔〕内はその行の衝計に対する割合(％)…＊は人数計に対して

※寛政2年「諜出寄覚帳」

外二六表御Ill地上かし

〆百弐拾壱表かし

内百廿壱表取

十 二月-H卜禰Ill村

③一、拾五II文字太郎

算用内銭かし也

とあり，①は買人分であって，第9災から除き次項

の商品流通で取扱う。また②は第9炎の米での返済の

項と同じであるので表から除外した。③は12月以降1

月以降の新しい貸付であるので表に入れた。第9表の

検討に入るが，地域の分瓶の仕方は，｜可||帳簿に従い7

地域に分類したが，居村（ド吉Ⅱ1村)を'I'心にして，ほ

ぼ，東・北Iﾉq・北・西・I櫛・その他としている。まず

街付を受けた鯉&は合計160人であって，③七日市等

北i'4部が40人で全体の25%をしめており，ついて④八

rl等北部.⑥蟹沢等南部がついでいる。また，貸付銭

尚は合計6331‘1950文であるが，③七日ill等北西部が

166IT107文で余体の26.2%て最も多く，②下福I1l村

等の東部．⑥蟹沢等南部がついでいる。その中，酒代

制､lは全体で641'1:27文で，貸付銭高は10.1%にすぎは

し,。また，酒代のみ､を貸付た農Kは92人で57.5%と半

数を越える。禰代貸付の多い地域は③七日市村北西部

-0-26IT911文で全休の42%と半数近くである。また，

¥t付銭高に対する酒代の占める比率の商いのは④八柏

等北部地域で77.7％である。その他では①下吉田村

(当村）の衣顛126文がある。｜ﾉ1容は「けんほう」2尺

－11－

地域

①当村

②下福田今東村々

③七日市・桜森.

狐塚

④八柏・｢Ⅱ村

⑤高口村占､西付々

⑥蟹沢合南村々

⑦在々付込序

宮４
‘
ｌ

『
一
二
口

人数

(人）

14

（8.8）

23

（14.4）

40

（25.0）

28

(17.5)

21

(13.1)

26

16.3

8

（5.0）

160

貸 計

(貫文）

68．803

(10.9）

149.562

(23.6）

166.107

(26.2）

14.417

（2.3）

46．230

（7.3）

117.771

(18.6）

71．060

11.2

633.950

内酒代

(貨文）

5．253

（8.2）

〔7.6〕

9．386

(14.7）
r 戸 へ 、

L0．．J

26.911

(42.0）

〔16.2〕

11.2(16

(17.5）

〔77.7〕

4．357

（6.8）

〔9.4〕

6．292

（9.8）

〔5.3〕

0．622

（1.0）

〔0.9〕

64．027

[10.1]

酒人数

(人）

ワ
ー

２
３
５
４

１

２
２
１

８
３

qワ
＊

〔57.5〕

内その他

(筒文）

0.126

衣類

0.300

鎌代

3．503

鎌代

ｊ

米
俵

Ｆ
ｆ
ｌ
ｌ

49

112

102

3

5

77

348

米金額

(貫文）

31．365

(15.2)

〔45.6〕

65．430

(31.8）

〔43.8〕

59．877

(29.1)

〔34.1〕

1．750

（0.9）

〔12.1〕

2．930

（6.3）

〔6.3〕

44．360

(21.6）

〔37.7〕

205.703

(32.5）

貸付

(貫文）

28．000

(18.1）

〔40.7〕

53．500

(34.5）

〔35.8〕

50．500

(32.6）

〔30.4〕

0

21.000

(13.6）

〔45.4〕

2．000

（1.3）

[1.7]

155.000

(24.5）

銭かし

(貫文）

58．251

(43.1）

27．080

(20.1）

44．450

(32.9）

0

2．000

（1.5）

3．270

（2.4）

135.015



国安寛

第10表嘉永2年1849'I'mil家の腿民岱{､l関係

()Iﾉ1はその列の計に対する割合(%),(]内はその行の岱計に対する削合%…＊は人数計に対して
※嘉永2年「害出寄覚帳」

として翌ｲN"lLになる棚も多いということになる。も

う1つは，現金返済は約､'2分という事実も指摘してよ

いことであろう。また，年末・年始の銭かしも全体で

1351T615文と決して少ない額ではない。地域別では①

当村の43.1%が向く，③七R市村等北西部の32.9%が

ついて･いる。

つぎに第10表側で嘉永2年(1849)の場合を象よう。

記救上の形式は文政2年1819)と同じである。しか

し，内容においては異なる面もでてくる。まず，人数

は215人で文政2年(18191より55人多くなっている。

地｣或別では③七｢hi)村等北西部が58人で全体の27%

を占め，⑥羅沢村等南部が20.5%,ついて④八柏村等

北部が15.8％，②下福Ill村等東部が14%である。文政

(52文)，1尺8寸（47文）・「(Illヘリ1つ｣(27i)であ

る。②下福田村等東部の「鎌代｣2,00文。⑥盤沢村等南

部の3Ⅸ503文がある。

返済についてみると，米は348表銭高205Ⅲ703文

で貸付銭高の32.5％をしめる。また、従｛､1となったの

は155IT文で24.5%をしめ，両滑合計すると．57%と

半数を越える。外は現金で返済している。米での返済

の地域をゑると，②下福田村等の東部が31.8%,つい

て③七日市村等北西部が29.1％，⑥蟹沢村等iri部が

21.6%である。また，貸付の多い地域は②下棉Ill村東

部で34.5％，ついで，③七'二I市村等の北|叫祁の32.6％

となってL,る。つまり，地域を総合的にみれば，貸付

銭高の多い地域は米で返済する率も,高く，また，貸付

-12-

地 域

①当村

②下福川合東村

々

③七日市・桜森

狐疎

④八柏・田村

⑤高n村今西村

々

⑥蟹沢6､南村々

⑦在々付込座

計

人数

(人）

4）

0）

0）

8）

1）

5）

3）

８
８
０
４
８
７
４
５
６
ワ
］
４
０

へ
ｄ
令
１
戸
、
？
』
ハ
ロ
勺
１
ワ
】
『
１
４
ワ
』
Ｆ
Ｄ
２

１

ｉ

ｆ
、

ｉ

く

く

Ｐ

ｆ

ｌ

ｂ

、

Ｊ
Ｆ
ｌ
１
Ｐ

ワ1R
－Laノ

tY計

Tl文）

114.290

(14．3）

237．349

(29.7）

130.591

(16.4)

60.190

（7.5）

95．748

(12.0）

154.841

(19.4）

5．559

（0.7）

798.568

内酒代

(貿文）

18．674

（6.2）

[16.3]

56．177

18.8

〔23.7〕

67．932

(22.7）

〔52.0〕

60．190

(20.1）

〔10()〕

39．053

(13.1)

〔40.8〕

54．316

18．1

〔35.1〕

3．039

(1.0)

〔547〕

299.381

(37.5）

酒人数

(人）

０
１
１
４
１
１
４

１

２
４
３
２
３

162
＊

〔75.3〕

米

(表斗升合）

45．2．8．2

58．2．5．5

63．1．8．3

弓
Ｉ

１
人

43．1．2．1

96．2．3

3．0．0．9

328．1．8

米金額

(貫文）

55.128

14.0

〔48.2〕

70．620

(29.8）

〔29.8〕

76．332

19．4

〔58.5〕

20．400

（5.2）

〔33.9〕

52．084

(13.2）

〔54.4〕

116.320

(29‘5）

[75.1]

3．450

（0.9）

〔62.1]

394．344

(49.6）

金子

く間文〉

1歩2朱
く2.188〉

3歩

く4.350〉

2歩

く2.925〉

2両

(11.650)

2両

(11.600)

1歩2朱
く2.175〉

6両

<34.888〉

-Ll

ｲ､L

'IT文〉

35.()00

<2.450〉

22．230

(1.556)

100.000

<6.990〉

25．000

a.750)

75．000

<5.250〉

5．000

<0350〉

262．230

(18.608)

その他

かや
3(1I'I

中炎
100表

銭かL

(賃文）

5.(15(1

（5.6）

16.800

(18.7)

15.800

(17.5）

(）

38．475

(42.7）

13．975

(15．5）

(）

90.100



藤政後期における在村地主の一考察

の場合と比較すると，③はlr1様に一薪比率が高いし，

以下3地域も順序が同じでないにしても前にあげた地

域である。焼付銭高は798職568文で，文政よりも164

IT618文多くなっている。しかし，物([ill上界が考えら

れる。例えば，算用米l表が文政2年570文～6(10文

に対し，嘉永2年は1IT200文でほぼ2倍になってい

る。従って，これだけではIﾉ4111家の伐付が伸びたとい

うことはできないし，農雌の借川か蛎加したともいい

切れない。地域別に象ると，②下棉Ill村乎東祁が29.7

％と,(;)く，⑥蟹沢村等|糊部19.4%,③七II市村等｣上1'4

部16.4%となっている。IIⅢ位が入れ伴っているが，文

政2年の場合もこの3地域か上位にあった。この中，

酒代侭は全体で299脚381文で侭｛､1-銭尚の37.5%と文

政2年より27.4％も上回っている。また全体の従付銭

高の中，酒代の象が162人で75.3%を占めるようにこ

れも文政2年を上lulっている。地域別にみ､ると，③七

日市村等北西部が227％で最も商く，ついて④八柏等

北部20.1%,②下隔Ill村等東部18.8%,⑥蟹沢村等南

部が18.1%となっている。

つぎに，これらに対する返済についてのくると，ま

ず，米は328表1斗87|･で，文政2年より約20表下'''1

る。しかし、米代金は394蘭333文で，貸付銭高の49.8

％をしめほぼ半数となり，文政2年を大きく上[HIる。

また，地域別では，②下隔Ill村等東部が全体の29.8%

⑥蟹沢村等南部29.5％が高く，ついて3七II市村等北

IjW部が19.4%となっている。文政2年の場合も，②下

(ini11村等東部が高く，順序が逆であるか，以下2地域

が入っていた。また，それぞれの地域における貸付銭

尚に対･する米での返済は，9合という⑦在々 付込I1〈を

除き，⑥蟹沢村等m部の75%,③七nm村等北西郎

58.5％，⑤高'1村等西部54.4%となっている。文政2

年と比'鮫すると，米で返済する率が尚<なっている。

以上，地域的にぶて，文政2年とほぼMじ地域と関係

している。また，文政2年にあった翌年MLの貸付が

見当らない。なお，ここに金子が人ってL,る。文政2

年の場合も，八柏村宇助より1件で金子3両(26質250

文）その他あったが，嘉永2年は歩と朱'i'(位の小口金

子支払かl1立つ。つまり，一般農虻の|H1にも金貸が'1，

'{'位で流通していたことを物語っている。また，銭札

適いも出ており，下吉Ill村を除き，全地域で支払って

いるところをゑれば，これまた浸透してL､る°その他

第11表天保3年(1832)西田家の農民貸付

※外に当所郷用恥15.190他あり。

※「当|“帳」

では，かや(131TII),中表100表（俵の魂）で支払っ

ている例もみられる。さらに「銭かし」は文政2年よ

りも約451T文減少している。地域的にゑると，⑤高口

村等Iﾉq部が全体の42.7％を占めている。

つぎに第11/pによって天保3年(1832)のIﾉ4111家

の農民貸付の状況を象よう。原資料の記載例は，

覚

卯

十月-M－II当村

一、拾R弐百文忠太郎

金f壱両弐歩かし

参宮金也夫万之助

六八かへ

り弐間1ﾉ0百四I-八文

リ壱I'I九白圧I-八文リ入十二月迄壱半

十二月｜|･九II当村

一、三IT江百文椛太郎

銭かし此炎手間MJi《二有之

リ七百三一|･五文壱半

である。帳簿の作製は天保3年(1832)辰正月吉日

とあるが，前年1(1月頃から翌年1月まで記載されてい

る。この「当|側膿」はiliiに建た「書出寄覚帳」の後に

作製され，この雌,汁がm年の「書出寄覚帳」しめ高と

記救されるようである。これには返済の記!|髄はあまり

多くなく，稀に数日後の返済の場合は記載されている。

この帳簿の区分はr*：出寄覚帳」にあった④八柏．

-13-

地 域

、当村

＠下福村6東

③七日市村6､北西

⑤高ロ村西

⑥蟹沢村6南

⑦在々附込

’
二
二
Ⅲ

人数|金額
(人）（筒文）

I

吃
５
Ⅳ
５
旧
蛇

64

112.,(i7:-:

1(18.)S')

2;,1.718

71.309

105.617

106‘713

755.816

平均

9.339

21.677

14.807

14.'Xl

8．124

8．893

11.810

最高～最低

23,別5～170

61.331～3.4㈹

48.230～0.967

33.409～1.000

22.rull～0.500

34.帥～0.5㈹

61.331～0.170

件数

４
９
５
１
３
７

３
１
７
２
３
２

209
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第12表天保3年1832)貸付内訳

内土地誹入衝
(貫文）

内現金貸
IT文）

内 算 用 従
(興文）

貸付金額
（間文）

地 域

①当村

＠下(mill村合東

③七｢1市村今北西

⑤高I」付西

⑥蟹沢村6､南

⑦ 在 々附込

〔55.0〕

[67.1]

〔44.8〕

〔74.1〕

[50.9]

[18.2]

〔1().9〕

〔6.()〕

[14.2]

[19.1]

[18.7]

112.073

108.386

251.718

71.309

105.617

106.713

12.200

6.500

35.850

13.609

19.700

61.600

15.000[13.8]

30.550[12.1]

72.735

112.800

52.850

53.752

19.450

17.000[16.1

62.550〔8.3〕87.859[11.6]373.187[49.3]計 755.816

〔〕内は貸付金額に対する割合（％）
※「当唯帳」

表13表文政2年1819i'lOll家の大'1農民貸付と返済 第14表嘉永2年1849西旧家の大口農民街付と返済

済

金額
（側文）

20．400

済 返返

、
Ｊ

付
額
文

貸
金
貫く

街{､l金額

(ir文）
卜､｣ 名 名村又貸付

(IT文）

5．000

3．000

18．000

2．000

、
０
１
ノ

米
俵ｊ

米
表く

金瀕
(間文）

現金
I'I文）

３
９
１
３
６
３
３
０
０
０
２
６
８
５
５
３
６
９
６
０
５
佃

型
弘
謁
、
記
銘
鎚
叩
弼
型
妬
昭
飢
詑
伽
蛇
銘
別
銘
帥
”
５

ａ
ａ
８
Ｌ
６
４
Ｑ
Ｑ
Ｏ
９
６
８
－
ａ
孤
８
３
０
０
６
０
９
熱

１
１
１
１
６
２
１
１
１
１
３
１
１
２
２

助
八
衛
門
郎
郎
吉
助
門
門
助
七
門
衛
惣
門
助
衛
郎
衛
門

垂
長
塞
識
誌
誌
又
畦
銅
緬
津
与
榊
碓
彦
鏑
忠
窪
議
睦
榊
以

勘
市
万
武
惣
惣
２
与

市
木
原
口
沢
川
１

１本

″
〃
〃
〃
福
〃
〃
日
″
〃
〃
〃
ｌ
″
〃
〃
福
言
“

当
下
七
桑
石
高
蟹
上

ｎ
ｏ
Ｑ
ゾ
屯
１
へ
。
〈
Ｏ
へ
。
ｎ
Ｊ
ハ
Ｕ
〈
Ｕ
ｎ
〉
ワ
〕
《
、
（
廿
戸
Ｄ
Ｆ
Ｄ
へ
。
（
ｂ
Ｑ
〉
（
ｂ
（
０
戸
、

４
４
５
０
５
３
８
０
８
４
６
８
１
１
２
０
２
８
４
３
０
７

ワ
』
Ｆ
Ｏ
３
７
↑
。
〈
ｂ
Ｒ
〕
八
Ｕ
へ
ｄ
２
〔
ひ
く
Ｕ
ハ
Ｏ
Ｑ
Ｊ
４
９
〈
０
５
（
ろ
（
５
２

。
合
由
■
①
申
■
申
■
■
。
申
●
凸
も
●
■
■
■
申
○

八
．
Ｆ
Ｏ
Ｒ
〉
勺
上
（
ｂ
４
晶
０
〔
Ｕ
（
Ｕ
Ｑ
Ｊ
戸
０
（
５
戸
ｂ
７
８
Ｑ
〕
ハ
Ｕ
ハ
Ｕ
〈
ｂ
ｎ
）
９

勺
１
１
－
『
１
『
１
６
２
『
１
毛
１
１
上
尋
１
３
１
ェ
勺
１
２
２

148.260 当村

〃〃

〃

下福旧

〃

桑木

Sp

蟹沢

〃

和

あら所

inm

三之助

楕太郎

文三郎

又吉

市左衛門

源右衛門

三郎兵衛

久左衛門

藤吉

久内

吉五郎

和三郎

20．617

21．660

11．013

133．085

34．475

25．232

36．509

34．243

9．210

10．524

9．358

15．602

17

3－1 4．000

米

34.800

25.200

33.600

33.600

9．600

10．800

9.600

15.600

7.753

;隙 15.()0(）

15．5()0
調
皿
認
詔
８
９
８
週

10,00(）

2．31(）

3．890

0.032

10.086

8.0()0

3．000４
２

2．220

1．180

０
５
４
０
沖
Ⅱ
３

１
１
２
１

6．000

8．625

13.710

5．880

9.00(）

25．000

5．000

8．0()0

2.()0(）

1()人

197.200計12人 361.528 154
16．000

5．000
来 米

20.00(）

4．950

1．740 米70,000家倣害入かし※「薄Ml覚帳」

1619．280

叩」として，酒・紙等15iT190文があるが,12月IS日

～正月26日までは金額が記倣されていない。そして，

表から除外した区分では「町々商座」・「籾闘1〈」・「三

Ⅱ1入II座」・「久左衛I"l座」・「吉太郎雁」がある。つぎ

に鋪11表をゑると，人数の上で文政24-の合計の半分

以下であるが，金額の~上では文政2年より約1()0貫文

多く，嘉永2年より約43IT文少ない。しかし，やや近

14人

135.851

9人

72.071

12人

101,500
224349.503

来籾米米、地二而

※「奔出寄覚帳」

⑦在々 付込にまとめられ，件数もffi少で

「書出寄覚帳」にないものは「当所郷H1

田村はなく，

ある。また，

－14－



藤政後期における在村地主の一考察

第15表天保3年(1832)rem家三IⅡ米収取

考備貸口になL､もの字 所 刈 名数 田米

内2表まけ

〃6〃

卜

表
チ
ヂ

型
４
吃
吃
唱
４
弱
３
”
｝
１
配
”
吃
即
刻
記
岬
四
喝
弱
９
弱
ｗ
ｍ
７
弱

５
、
二
皇

１

２
２

弥助 田

東田

深間内 境

下段富 作

中田表

大戸Ill端開2(111刈共

樋 掛

海道添

大戸川端

文 四郎川

下福田

長左衛 I " ] 田

大道堀田共二

開 高

弥 十郎田

円右衛門田

前Ill表

Ｘ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
３
０
５
０
３
０
５
０
１
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
１
５
０
０

５
８
１
４
４
６
１
０
３
８
ハ
掛
７
９
４
９
７
９
ハ
脚
７
５
８
３
３
〈
卿
３
３
８

２
１
１
１

三之助

当村多兵術

和 村 市 兵 術

又吉

〃

〃

〃

〃

〃

芦守

子 市

〃

大 道 寅 之 助

和 三郎

大 道 佐 太 郎

平兵術

権太郎

〃

〃

長之助

五兵術

与惣左衛I"l

久Iﾉ､l

菊松

与五郎

万右術n

〃

三右術n

×

米

け
Ⅲ

ま
け
三

一
一
ま
担

表
表
為

謁
娼
高

〆
御

御高為担三I刑米屋

×

内1(1表まけ

屋

内3表1斗5升まけ助田

*ffl分に】

又
中

×

×
×与五郎田

〃

屋 ×

七日市田

〃

長左衛 門 田

12表半表まけ

内15表まけ

503

244升
59表2斗まけ18人 6人17．71(）

※r当座帳の中三田入口座」

い数字である。地域別貸付金額は③七||市村北I'ﾘ部が

251JH718文と群を抜いて高い。しかし,1人平均にな

ると②下福Il1村東部が21IT677文と尚<，③七日市村

北西部．⑤高口村四部が14質文台でそｵ'につぐ。1人

最高貸付金額は6111331文で最低が170文である。1l"l

に多額の金を貸付ける場合，多くは「金子」である。

記載例で示した筆頭者はその好例である。これは嘉永

2年の農民貸付のか所でもふれたところであるが，当

地城の農民にも「金子」が流通していることを物語る

ものである。第12表は貸付金額の内訳を黙るため作製

した炎であるが，現金（金丁・・銭）貸が49.3％と約半

分をi'iめ，算用貸11.6%,土地書入貸8.3%となって

おり，これだけて69.2％であって約7割となる。これ

以外は米などの現物賛{､fがある。

01び文政2年に戻って検討してみよう。すなわち，

貸付金額の大小と，その返済方法をゑようというわけ

である。第13表は文政2年の大口貸付農民であるが，

仙宜上，米10表1^580又）以上を選択した。そこで

人数の上で全体の13.1%が，貸付金額では55.1%であ

る。かなり，大口貸{､lが多いことが理解できる。また

－15－
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第16表藩政後期西田家買入米

文 年政 ワ
ニ 嘉永 2年

金額

(貫文）

10．360（5.0）

22．700(11.0)

10．320（5.0）

51.700(25.1)

110.740（53.8）

205.820

地 域 人数
（人）

米

（表）
金

(1't文）
額 人数

（人）

米

(表）

当 村

下福田村東

七日市村北

高11村西

盤沢 村 南

計

ワ
Ｉ

錨
的
８
配
羽

36.450（34.8）

33.255(31.7)

4．530（4.3）

14.680(14.0)

15.960（15.2）

2 12

21

9

50

102

6 2

2

３
５
７

６
８

29 186 104.875 19419

（）内は全額計に対する割合（％）

※「諜出覚帳」

第17表嘉永2年1849高11村三郎兵エより3(1表買入米 を筆頭とする「米返済」可能の農民層を頂点として，

iﾉmil家ば農民とつながっていたと思われる。更に第14

表は嘉永2年の同様の視点で整理したものであるが，

この火11は人数の上で5.6%・貸付金額では45.3%の

半数近くをしめる。また，その返済については米が全

体の50％をしめる。文政2年でみたと同じことがいえ

る。

表数 村名 名

市兵衛合受取Ill候

伊兵衛さ取

善左衛nさ取

惣左衛|弧lろ､取

万右衛門6､取

彦惣合入ル取

文蔵合入ル取

久兵衛さ取

三右衛¥"¥6､取

久左衛門合取

直々入ル受取I[候

吉左術I"I6-､取

平右衛門さ取

石太郎合取

月日

12/11

12/13

12/17

12/19

〃

12/23

12/24

12/27

12/29

〃

〃

〃

12/30

〃

和

桑木

〃

石川原

七日市

石川原

高「1

和

七日市

桑木

２
３
１
１
１
１
２
１
１
３
４
１
２
ｍ

V西田家の商品流通

すでに前項で地方市場町に米を販売している例をあ

げたが，ここでは湊下げ米を検討する。その前に、西

Ill家では、どのような方法で米を収取してL､るかを確

認しておこう。｜司一年代における米の収取を示す史料

を欠くので，部分的に検討して全体を椎illするしかな

い。まず第1に文政2年（1819）・嘉永2年(1849)

の両HI家の貸付に対して返済金額が米で支払われる｢算

用米」がそれぞれ348表・328表であることをみ､た。

また，第2に同家の天保3年(1832)の三Ill米は定量

で503表余であることも前にあげた。いま，それを示す

と，第15表46である。この数がいつからいえるか不明

であるが，文政2年（1849）には三田米の貸として，

SO表あった47'・第3として、同家には｢買入米｣がある。

文政2年と嘉永2年分は第16表481に示している。両年

共計180表～190表である。この地域の特色を出すこと

は体I難である。すなわち，文政2年と嘉永2年の比率

が七||市村北部を除いて逆になっているからである。

高
桑
高

Ⅲ
木
口

内〆35表差引5表算用米二差引仕候

※「!＃出寄覚帳の中算用附込順」

その返済方法は米が全体の66.1%,又tt付が65.5%で

ある。この返済について，さらに内容をみると，20人

中米で返済した者が14人，又貸付12人・現金9人で米

での返済した人数が多し､。また，米と又慌付による返

済が7人，米．又貸付・現金の3者による返済が2人

で!汁9人の約半数に達してL､る。下陥Illの'']'太郎85表
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滞政後期における在村地主の一考察

内容を遮ると，嘉永2年下樋11付利兵術より50表52::

500文分買入ｵ'ている。これが上腿かどうか不明である。

また，同年高p村三郎兵衛より3(1炎買入れているが，

第17*'のように，三郎兵衛が渡したのは4表だけで

あって，高11村石太郎の10表を除き外12人は小口であ

また，第4としてつぎの例もある。る。また．第4としてつぎの例も

三左衛|恥1殿分米買入

三月什日

一米弐拾表清左術I"l

代弐拾lﾉMIT文

内弐拾三1'1八百文三両天分

同弐百文銭

内天分三月廿五'1渡

同弐分三月II-五日渡

三月廿八0a二々済

一同拾五表久左衛門

代拾八11(文

（略）

一米拾炎作太郎

代－1弐筒文

（略）

弐百文かし

一米拾表長松

代十弐H文

（略）

八十文かし

一米四表寅之助

代四岡八百文

（略）

一米拾表吉太郎

代十弐眺文

（略）

一米九表祐助

代拾蘭八百文

（略）

一米弐拾表内分

代弐一'一弐賀八百文

（略）

一同弐表佐太郎

代三質六百文

内三!‘(四百文弐分渡候

六八かへ、

H弐 百文 錐渡 *候

〆百表也

文政9年11826)「折り|帳｣欄の記載であるが，三左

衛'11が代表となって100表を西Ill家に売っている例で

ある。以上のようにI/41Ⅱ家が収取する米の概数をあげ

るとつぎのようになる。

○手作米約200炎慶応2年（1866）籾米勘定帳

○三Ill米〃500炎天保3年(1832)当順脹

○節川米〃300炎文政2年(1819)MM寄覚帳

嘉永2年（1849）〃

○買入米〃2()0炎文政2年(1819)

砺永2年（1849）〃

○代炎光米〃200炎天保3年（1832）指引1膿

汁〃1400炎

内拙米（禰造米含）282表慶応2年（1866）

地元'1,11売米152炎〃

残約1000*

第18*は文政4年(1821)から文久元年(1861)ま

で1()か年分の'ﾉ^m家の渡卜げ米である。史料は指引帳

3点・売||録3点であるが，文政4年分には5．6．

7．8年まで．犬保3年分は同10年まて記救されてい

るか，4．5．6イドと8．9．1(1年分については米の

湊下げの記録がない。こｵ'は天保4年凶作の影群とゑ

てよいだろう。年|川の湊下げ量は文政4年の1300表か

ら文久元年の731表（天保7年を除く）で，どちらかと

いえば，下降気味である。ほぼ1000表が中心となろう。

また‘契約の数iRが実際には数表減少して届いている。

また，戯'Vom-手付金・運賃・lll役等はi4111家で支

払っている。また、ワモ先は少くとも文政4年から根ｲW

屍係十郎であるが，どれほど前からの取引きであるか

は碓,栂できない。文政7ｲ|品より長谷川忠兵衛が入り，

万延元ｲ1乏になってil.戸膿彦十郎との取引きがある。

つぎに鞘19̂ 'を仁I'心として,fﾉqⅡ1家の「湊上げ」

商i'n',を検i汁する。雌初に「塩」は10表～40表買入れて

いるが，文政2年「:¥:川寄覚帳」に「大道村長左衛門」

｢塩代189文貸」とあるのでごく小口で販売していたこ

とが推測できる。また，紙は「郷中用」として貸1，'て

いる点をふれば．紙の使用が一般化していないこの当

i:寺には，これまた限らｵ'た範附での販売と思われる。

竹については農Kに販売した記録が見当らない。従っ

て，酒榊作りに仙川したことが考えられる。つぎに木
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国安寛

第18表藩政後期西Ml家淡下げ米

*鼠喰

綿関係をみると，文政4年に「木綿運衝2質535文」と

あるから，木綿の購入，そして販売が考えられる。ま

た「繰綿」は文政9年になって初めてでてくる間I'll',で

ある。購入先は長谷Ill忠蔵で、同年は合計75本を約17

撹匁で購入している。これはi'4lll家で湊下げ米約1000

表の約2倍分にあたる。3回に分けて購入しているが

最初の5本は不明であるが,2MMit,

一操綿拾本掛

八月八日

一壱貫百文運賃

一三百十四文角|川Ill駄賃

一五-'一文日雁銭

一四百四十文Ill村駄侭

一三十文H雁銭

〆壱賞九百三十四文

内八百十三文弐 朱渡

同壱貫百廿壱文銭渡

右之通角間lllへ仕送Ill村彦兵衛へ迩候夫勘兵術殿也

八月八日

として，角間川に運送したことがｵつかる。本来なら

itm問川商人の取引商I'lMを取り扱い，逆に角I.".]川に送

っている。また,3MlIの場合，

長谷川綿代指引覚

十二月II-五日

一操綿六拾本

代九百八拾四IT文

fllし十六，四百文替七五金

（略）

入拾I.I.J浅舞村忠蔵方

として，浅舞に流れた可能性が強い。

天保3年ではさらに数量が多くなり,130*230両分

となる。これまた同年同家の湊下げ米(117両）の約2

倍の金額である。この操綿は浅舞村長谷川忠戯へ32本，

枇手町'｣､川伝吉・柏屋庄兵衛へ105本，今宿村勘七へ2

本渡している。このように浅舞・横手・今宿の地方市

場Ⅲ]商人に販売していることは，本来的ルートからい

えば逆の''1渓を指摘できる。天保4年（1833）になる

と、激減して2本しか購入してL,ない。また．峨入先

も布袋屋,忠戯となっている。そして，天保5年（1834）

以降は見えなくなっている。

その他の耐,',i1.では．いわし・にしん・塩辛・保太等

を購入しているが，文政4年（1821）には

新屋六兵術方いｵっしわけ口

辰-'一二月-tt-九｢’

一匹'百ノビ

ー百六十ﾒビ太兵術代弐百文

－18－

年 代

文政4年

年
年
年

５
６
７

年
年
年
年
年
年

８
９
３
７
元
元

保
延
久

天
万
文

米

湊下げ

(表）

1,121

1，300

1－003

籾50

780

1.000

601

67

731

703

内 へ り
(表）

5．5＊

3

８
３
胆

貝
〕

ｊ
残
表く

1，290

８
２
７
９

３
２
９
８

９
７
９
５

698

代 金
(貫匁分）

8．624

11.525.5

9.350

49貫文
9.281

8．859

8．773．6

7.657（117.8両）

268質8()0文

17.4871分3厘

売 先

根布屋孫十郎

″
″

根布屋孫十郎（465表）
長谷川‘忠兵衛（473表）

根布屋（575表）
長谷忠（197表）

長谷‘忠

″
″

長谷川新三郎'331表）

江戸屋彦十郎（400表）

〃

史料

文政4年指引帳

″
″
″

〃

文政9年術引帳

天保3年指引帳

〃

売II録

〃



僻政後期における在村地主の一考察

第19表Iﾉq川家湊上げ商mi詣伐含まず）

※文政4年・文政9年．天保3年「脂‘ﾉ|帳」

一百弐拾疋吉太郎代百万｜･文

一四拾ﾉピ三之助代五十文

一百三十疋字太郎代百六｜･三文

一百三十ﾉビ勘左衛 門 代 百 六 十 三 文

十二月11.九日

一四十ﾉピ勘左衛|皿1分

左兵衛分代況-'一文

〆壱II弐百七十六文

内五十文駄賃引

残壱貰弐百弐十五文也

とLて，新屋船頭六兵術より購入して6人に分配し

ている。文政5年(1822)以降のにしん（かど）の場

合も|司様の方法をとっている。

つぎにこｵ1ら商onの洲経岱を詮よう。文政4年18

21米の場合52

湊下米勘定

I'M月廿一日

一 五 百 五 十 文 水 買 入 分

一l7q十六文弐升五合減共二入ル

ー十文造掛り

－19－

年代

文政4年

〃5年

年
年
年
年

〈
０
痔
』
（
ひ
Ｑ
Ｊ

″
″
″
″

天保3年

年
年
年
年

４
△
Ｆ
Ｄ
〈
ｂ
弓
ｊ

″
″
″
″

塩

39表半

225匁1分5厘

37表

40表

22表

表
表

句
○
一
八
Ｖ

１

１

277虹5分

206匁

15moo文

11B:50文

8貰69()文

紙

大天ウIll半紙4つ入

98虹6分8厘

大タク人6つ入

86虹6分8厘

大タイウ大6つ入

8()虹6分8厘

半紙6つ

115S3分3厘

半紙4つ

101T400文

半紙3つ

95匁

上 半 紙 4 つ

130'y

竹

8把

1(1束

？

5束

11本

1ri440i

2'[500文

imm m

6[T450文

4世88()文

繰綿

(木綿運賃）

21‘(535文

5本

8 i

10本

2H312匁9分

60本

1,3(1本

2本

131両

230両

37質40()又

その他

いわし1,020足1IT276文
にしん4束700文

塊辛2つ660文

にI一ん288枚2賞736文

いオつし2,136足21T690文

ろうそくl箱11'l-450文

-上mioficiwm文

ろうそく1IT11T450文

にしん170枚21T905文

かど223枚

塩辛10樽

-し戸10枚11T650文

保太25本

塩辛2樽

にしん2樽5脳280文

にしん590枚61T317文

し，オ〉し223疋7IT500文

し、わし1,930疋411(913文

保太20本151T600文

塊辛7樽81T400文



国安

一弐 十文駄賃

一五 文 蔵 敷

一五文小駄賃

一五 十文運賃

一弐拾六文蔵敷口銭弐分三厘七毛分百十文

せ ん

〆七百十弐文上り

前にも米の諸経醤についてはふれたか，4月21日の

IIｷ点で1表が550文，湊までの諸経磯162文計712文と

なる。諸経費は全体の22.8％にあたる。その中，運賃

は諸経費の30.9％・蔵敷口銭が16.1%である。また'司

年の塩は5劃，

六月廿二日

一六百三十五文湊買入分

一四十五文清上造掛リ

ー百五文田村迄役運賃

一十 五 文 田 村 駄 賃蔵i敗雇子共ニ

ー三十文田村方届ケ

〆八百三十文上り申候

塩1表は合計830文となるが，その中195文が諸経賛

で23.5％にあたるので．米とほぼ同様の比率を占める。

川役・運賃は127％で米より低い。つまり．湊上げの

商品は湊で荷作り，川舟で上げffl村舟場に下し,ffl村

より陸路で下吉ⅡI村西田家に届くようになっていた。

また，文政9年（1826）8月11日に吉太郎分の米50表

を積下げの|際には

同五十文川堀役壱文宛54）

として,1表につき1文ずつの川加|役を徴集してい

ることがわかる。これは，天保3年（1832）「久左衛

門米代指引」「吉太郎分」の場合もl表に1文ずつの

川堀役が徴集されているから，特殊な課税ではないと

思われる。ただし，場所の明記がないから不明である。

以上，湊への川下げ米・逆の川上げ商品を中心に分

析したが，他の近在の地方市場との流通について若干

ふれる。操綿については前にふれたが．文政4年'18

21）西田家は角鮒下中町，橋本与七に対し，木綿（浅

木・上白等）28反18質765文を販売している。また，文

政5年(1822)には，稲庭・勇吉より「五貫文去年

中n糸代・三H弐百文真綿壱把・五百文頁十斤

〆八質七百文｣5万を購入している。また，文政9年18

26）

寛

第20表天保6年(1835)北ill!｝三左術門より借入百姓達へ貸分

名 先借 借計 指引

和三郎

又吉

三之助

松之助

和右衛門

内分

,忠肋

（貫文）

10．000

11．000

15．000

3.000

5．000

4.(100

1．000

※天保3年「指引帳」

（貰文）

16．085

23．880

17．700

3．000

9．575

4．720

(貫文）

1．450

2．280

1.500

0.270

1.225

2.804

不足

〃

〃

過上

〃

〃

済

岩ﾉ|ﾘ|｜重五郎方真綿買入分

八月九'二’

一真綿四百八十目

代六IT百八十文弐田七百文かへ

内五IT八百六拾三文金三分弐朱六七かへ

指引六百拾七文正銭53

として，雄勝郡岩井川村より購入している。これら

は湊方而に転売した記録もないから，自家消慨と農民

用と考えられる。

Ⅵ、角間川地主との関係

天保5年(1834)に，

角間川北鴫三左衛n様指引

当正月方かり掛

一拾質文和三郎分

リ壱111六百五十文十一月迄壱半

午二月七日

一五拾IT文御Ill地証文かり入

り七R五百文壱半

三月十日

一五脚文かり入

り七百五十文十一月迄壱半也

三月十二日

一四 拾Ⅲ 文か り入

り六脚文十一月迄壱半

六月II-八日

一拾質文右同断

－20－



藩政後Ⅲlにおける在村地主の一考察

第21表藩政後期西田家の惜財及び永代地 至る。

年代 金額 貸主 ii
立
号

Ⅶ、若干の結語

i'4Tll家は「aｲⅡ|家の概要」のか所でみたように，藩

政初期から連綿として続いた地主ではない。寛政ころ

から急速に伸びたいわば新興の地主である。たとえば

筆者がかって規定･した雄勝郡川連村高橋利兵衛家を想

起するし63)，この新しいタイプの地主は他にも類例を

見出すことができる。このような層が輩出するには，

それなりの社会経済|'内韮盤がある。それは，寛政以降

にとくに秋|Ⅱ藩I櫛部の商iV'i生産の拡大と商iVi化の進展

であると考えられる。この西田家の場合，他にも理由

があると思うが，やはり，酒造そして販売がその原動

力ではなかったかとみたい。酒の販売は村という生活

そして行政単位を越えて市場圏をもつことが可能であ

る。

そこで.I'4lll家をどのような地主と規定するか，考

えてみよう。段階諭的にいえば「はしがき」で指摘し

た「営業的地主」の規定は第一に受ける。これは藩政

後期の地主が生存して行くためには、この道をとらざ

るをえない、ということである。その上に一般的にい

う「村方地主」の表現をとらないで．「在村地主」の

概念を用いた。確かに村方地主は村内にあって，たえ

ず農民と緊張関係をもつ層と理解できる。しかし，こ

の層を分解すれば，いくつかの層に分類できるし，単

一ではないと思われる。いわゆる従来，概念的に称さ

れてきた村方地主に頭層性がみられると考える。その

際に村方地主一本でよいか，どうか問題があろう。確

かに典型的には，平鹿郡住吉荒田目村土l｢1家64)があげ

られよう。しかし，今回分析した西｢Ⅱ家は，一村を越

える性格を具備している。そこで「在村地主」という

表現を用いたわけである。すなわち，「村方地主」の

上に立つ在村地主である。

ただ、西旧家は在町地主に吸収された。それは1つ

に下吉田村及び周辺の農業生産力の弱さをあげなけれ

ばならない。つまり，西Ill家のかかわる農民の土地生

産力の低位性である。2つには，湊との取り引きにお

いて，操綿の買入れを別として，米と同等値の商品を

買入れるともっと，伸びがあったと思われる。しかし

湊から購入する商miの販売が不可能なほど市場が狭院

であったともみられる。あるいは操綿の買入れが，そ

天保5年

嘉永7年

安政5年

安政6年

万延元年

慶応元年

〃

慶応2年

〃

慶応3年

〃

文
両
両
両
両
両
両
両
両
両
両

升
１
、
ｎ
Ｕ
一
ｎ
Ｖ
八
Ｕ
ｎ
Ｕ
１
人
反
Ｊ
八
Ｕ
ｎ
〕
（
、
〉
ｎ
Ｕ

Ｆ
多
５
４
３
７
０
２
５
５
０
５

０
１
１
１
２

２ 北嶋三左衛|Ⅷl

荒川勘助

〃

北嶋三左衛n

金沢松右衛i脈l

本郷吉才iM'¥

〃

〃

〃

〃

〃

未済は当高100{iの内
勝手の場所永代地に

当高100石外辛,ｿj･免

未済は当高11ｲー i559
〈9000刈）

長谷111新三郎積下米

（永代地当高9石857）

当高26石272

(永代地当高4石5

※「借用証文・永代地証文」

リ壱賞五十文十一月 迄

内百五-'一文まけ壱筆被下候分有リ

メ百三拾壱貢九百五十文

十一月廿一日

内拾質文和三郎分又々かり入

〃三拾貫文長之助二而預置候

〃九拾六貫文米弐拾四表算用立分同〆有之

〆百三拾六貰文

指引四質五拾文過上

（ 略）59

として､和三郎が西Ill家を通し，角間Ill村北嶋三左

衛門から131tT950文を借金し，又々階・算用米を含め

て136貰文を返済している。

また，天保6年（1835）は第20表6①のように，内分

（西旧家）を含めて7人借金しており，前年より蛎加

している。同様に天保7年（1836）・天保8年（1837）

・天保10年(1839）．も人数・人名には異動があるが，続

L､ている61'。しかし，第21表に示してL､るように，西

田家l'|体も天保5年（1834）に角|州川・北|鴫から惜財

し62,嘉永・安政と借財がかさ象，ついに土地を売却

するようになる。貸主・永代地の受主は，北嶋の外，

荒川・本郷のように角間川の地主である。このように

して，西田家の傘下にあった農民が角間川地主から僻

金し，その後に西田家も同様の道を辿り，土地売却に

－21－
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のチャンスを作ったかも知れない。しかし，天保4年

(1833)がそれを打ち砕いてしまったと象るのが|順当

と’思われる。

1戸の家が「在村地主」まで成長L,そして'縦史の

うねりの中に沈んで行く，この具体的な婆を水稲では

1つ実証したわけ-であるが．もっと量を砿ねることに

よって，また新しい質（概念）も発見できよう。
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2)mmf年1月9日{､l「朝日新州秋|Ⅱ版」

3)Ifln勝一郎「シンポジウム秋田のI櫛北(近代)」

出ｲｲ蹄82サ

4）「同上」

5）「秋ill県史明治編」P485

6）「同上」P486

7）、Nil市太郎「在ﾉl櫛人水郷家の初lりl経‘脚」経済研

究所所縦第4．5i1吋

8)｢秋Mil',↓史近世編上･下」

9）秋ill県「1ﾕ地分頬推本調査（臓手・浅舞)」

10リMr厳「享保14年蝶印高帳」

11筆者「秋|Ⅱ薄における村の規模」秋人史学23o-

12）「平鹿町史」P297

13「広辞苑」

14）県庁蔵「六郷惣尚村附帳」

15平鹿町下吉川西Ill万治厳「天保11年r3月亥年

御物成五斗米勘定帳」

16)「六郷郁邑記」新秋|Ⅱ准書第4を

17-西Ill万端ik「役尚帳」

18)(16)に1Hlじ

19;Iﾉmil万治職「平鹿郡下吉旧村御蔵分御給分流閲通

下御《〃捨尚書上帳」（下書）

20）同上蔵

21下桶ffl村は享保15年に22戸(前出｢六郷郁邑記｣),

寛政3年37戸(前出｢役i(;,帳｣）となっている。

22）下陥川村は免4つ6歩であるから一般的にはIli'i率

免とはいL,雌い。しかし，土地の実態からゑて税

率が,1;,も､という意味にもとれる。

23）「平鹿町史」P395.396

24）「秋fflﾘ『↓史近世編下」P67～73

「平鹿Ill]-史」P398

Iﾉ4111ﾉ治蔵「西|Ⅱ家略系図」

|司上戯

H上戯文化15年「当l(i寄覚帳」

I"]上戯「筆取給米'1､走給米詰夫米割付帳」

（28）に同じ

同上戯「御酒役銀上納帳」

(31)に同じ

同上ﾉ成文政8年｢酒御役銀上納帳」

同上版

（28）にIl1じ

I'1上I'髄天保3年「当(《帳」

同上微

同上厳

､I'--Mlill太郎「藩政時代の土地制度」秋I{11

雌史P32~33

1ノリIll万冷蔵「籾米勘定1帳」

I'll上ﾙf

「秋Mlﾘ,↓酒造史」（街料細)P147

IノリMl〃端厳

同1)ﾉ砿

同上戯

同_'二戯

同上戯rii汁11寄覚帳の中算用貸座」

同上戯

同上戯

同上蔵

1"]上戯

N上戯「指ヅI帳j

I"]上I'髄「｜『1」

I"-]上Ⅲ虻文政9年「脂ヅ|帳」

M上撒天保3年n司上」

同上徴文政4年「同上」

同上

（54）に|可じ

（55）にI司じ

I"-]上iA

（55）に何じ

M上ﾙ塊

「秋Mlﾘf4史近世制ii下，在郷商人の発鵬」

「|可l鷺，地主.Mlの展|淵」

25）

26）

27）

28）

29）

30）

31

32）

33）

34）

35）

36）

37）

38）

39） 秋illﾘI.農地改

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
、
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

八
Ｕ
も
１
ワ
と
旬
。
４
４
戸
、
〈
ｏ
【
Ｊ
ｎ
Ｕ
Ｑ
Ｊ
ｎ
〉
１
１
ワ
】
へ
ｄ
Ａ
４
Ｆ
ｏ
〈
ｂ
［
Ｊ
Ｒ
〕
Ｑ
Ｊ
ハ
Ｕ
勺
１
？
全
ｎ
ｏ
４

４
４
４
且
４
巳
〃
４
４
４
４
Ｔ
４
詮
刈
４
４
４
４
４
Ｆ
、
Ｆ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
戸
Ｄ
Ｆ
ｏ
Ｆ
Ｏ
Ｆ
Ｄ
－
ｑ
Ｄ
Ｆ
Ｄ
Ｆ
Ｄ
〈
ｂ
〈
ｂ
戸
０
戸
Ｏ
〈
ｂ

－22－


